
ご 家 族 様 が お 亡 く な り に な ら れ た 方 へ 

（お亡くなりになられたことに伴う介護保険関係手続き等のご案内） 

 

６５歳以上のすべての方、４０歳～６４歳で要支援・要介護認定を受けていた方がお亡くなりになられたと

きには、介護保険に関して下記の手続き等が必要になる場合があります。 

 

□ 介護保険被保険者証・負担割合証・負担限度額認定証について 

市役所１階の介護福祉課や各地域連絡所の窓口にご返却いただくか、ご家族様にて適切に破棄してくだ

さい。なお、介護サービスを利用されていた場合は、ご返却・破棄される前にあらかじめ担当のケアマネ

ジャー等へご確認ください。（負担割合証は要支援・要介護認定を受けている方と事業対象者の方に、負

担限度額認定証は該当する方のみに交付しています。） 

 

□ 送付先の変更について（※該当者のみ） 

ご本人様がお亡くなりになられた後も、介護福祉課より各種通知をお送りすることがあります。お亡く

なりになられたご本人様の最終住所（住民登録のある場所）にどなたも居住していない場合や、介護施設

等の場合は、ご相続人様より「送付先変更依頼書」の提出をお願いします。（すでに「送付先変更依頼書」

を提出されている場合は、改めて提出する必要はありません。） 

「送付先変更依頼書」は、市役所１階の介護福祉課窓口または郵送で提出することができます。 

 

□ 介護保険料について（※６５歳以上の方のみ） 

介護保険料は、お亡くなりになられた日の翌日の属する月の前月分まで納めます。後日、保険料を再計

算の上「介護保険料額変更通知書」にて、変更後の保険料額について郵送でお知らせします。変更により

保険料に過誤納金（納め過ぎ）が生じた場合は、原則としてご相続人（代表者）の方に還付します。（た

だし、保険料が年金から天引きされていた方は、年金保険者（日本年金機構等）に還付となる場合があり

ます。）還付手続きについては、別途郵送でお知らせします。 

 

□ 要支援・要介護認定結果について（※要支援・要介護認定を申請中の方のみ） 

お亡くなりになられたご本人様が要支援・要介護認定の申請中で、まだ認定結果が届いていない場合は、

原則として必要な資料（認定調査票・主治医意見書）が介護福祉課に到着していれば、認定審査会で判定

し、認定結果をお知らせします。認定結果がご不要な場合は、申請の取下げの手続きが必要となることが

ありますので、介護福祉課までご連絡ください。 

 

□ 高額介護サービス費等の支給について（※該当者のみ） 

高額介護サービス費・住宅改修費・福祉用具購入費等の支給を受けている方のうち、振込先の口座とし

て、お亡くなりになられたご本人様名義の口座を指定されている場合は、口座変更の手続きが必要となり

ます。市役所１階の介護福祉課窓口または郵送で手続きをすることができます。 

＜問い合わせ先＞ 

〒203-8555 東京都東久留米市本町三丁目３番１号 

東久留米市役所 福祉保健部 介護福祉課 ☎042-470-7777（代表） 

 介護保険料に関すること：保険係（内線 4910・4911） 

 要支援・要介護認定、高額介護サービス費等に関すること：介護サービス係（内線 2556・2557） 

※証の返却や送付先の変更に関することについては、どちらの係でも対応いたします。 

 


